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改 正 後 改 正 前

（印鑑記録の処理） （印鑑記録の処理）

第１０条 印鑑記録には，規則第９条第６項の規定によ 第１０条 印鑑記録には，規則第９条第６項の規定によ

り記録される印鑑及び被証明事項並びに規則第９条の り記録される印鑑及び印鑑届出事項並びに規則第９条

５第２項の規定により記録される印鑑カード番号及び の５第２項の規定により記録される印鑑カード番号及

交付の年月日のほか，印鑑の提出年月日をも記録する び交付の年月日のほか，印鑑の提出年月日をも記録す

ものとする。 るものとする。

（登記事項証明書等の作成の場合の注意事項等） （登記事項証明書等の作成の場合の注意事項等）

第３３条 ［１～８ 略］ 第３３条 ［１～８ 同左］

９ 前２項の規定にかかわらず，規則第１０１条第１項 ９ 前２項の規定にかかわらず，規則第１０１条第１項

第４号の規定により電子情報処理組織を使用してする 第２号の規定により電子情報処理組織を使用してする

登記事項証明書又は印鑑証明書の交付の請求（以下「 登記事項証明書又は印鑑証明書の交付の請求（以下「

証明書オンライン請求」という。）にあっては，申請 証明書オンライン請求」という。）にあっては，申請

ごとに請求の受付の年月日及び受付番号を表示した書 ごとに請求の受付の年月日及び受付番号を表示した書

面に，前２項に準じた記載（登記事項証明書の交付の 面に，前２項に準じた記載（登記事項証明書の交付の

請求（登記事項証明書の送付の請求を除く。）にあっ 請求（登記事項証明書の送付の請求を除く。）にあっ

ては受取人が提出する証明書の交付を受ける者の氏名 ては受取人が提出する証明書の交付を受ける者の氏名

及び住所，申請番号並びに証明書の合計の請求通数が 及び住所，申請番号並びに証明書の合計の請求通数が

記載された書面（以下「提出書面」という。）の内容 記載された書面（以下「提出書面」という。）の内容
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を確認した旨の記載を含み，印鑑証明書の交付の請求 を確認した旨の記載を含み，印鑑証明書の交付の請求

（印鑑証明書の送付の請求を除く。）にあっては受取 （印鑑証明書の送付の請求を除く。）にあっては受取

人が提出する提出書面の内容を確認した旨の記載及び 人が提出する提出書面の内容を確認した旨の記載及び

受取人が提示する印鑑カードの番号を確認した旨の記 受取人が提示する印鑑カードの番号を確認した旨の記

載を含む。）をするものとする。 載を含む。）をするものとする。

１０ ［略］ １０ ［同左］

（使用済の記載等） （使用済の記載等）

第４５条 ［１・２ 略］ 第４５条 ［１・２ 同左］

３ 第１項の規定は，オンライン登記申請において，登 ３ 第１項の規定は，オンライン登記申請において，登

録免許税法（昭和４２年法律第３５号）第２４条の２ 録免許税法（昭和４２年法律第３５号）第２４条の２

第３項において読み替えて適用する同法第２１条若し 第３項において読み替えて適用する同法第２１条若し

くは第２２条又は規則第１０５条第２項において読み くは第２２条又は規則第１０６条第２項において読み

替えて適用する規則第６３条第３項（他の法令におい 替えて適用する規則第６３条第３項（他の法令におい

て準用する場合を含む。）の規定により登記官の定め て準用する場合を含む。）の規定により登記官の定め

る書類に領収証書又は印紙を貼り付けたものの提出が る書類に領収証書又は印紙を貼り付けたものの提出が

あった場合について準用する。 あった場合について準用する。

４ ［略］ ４ ［同左］

（印鑑の照合） （印鑑の照合）

第４６条 登記官は，登記の申請があった場合には，申 第４６条 登記官は，登記の申請があった場合には，申

請書又は委任状に押された印鑑と，登記所に提出され 請書，委任状又は法第３０条第２項若しくは法第３１

た印鑑とを照合しなければならない。 条第２項に規定する譲渡人の承諾書に押された印鑑と
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，法第２０条の規定により登記所に提出された印鑑と

を照合しなければならない。

２ 前項の規定は，規則第９条第５項第３号イ，第５号 ２ 前項の規定は，規則第９条第５項第３号，第５号及

イ及び第７号イに定める保証書に押された印鑑につい び第７号に定める保証書に押された印鑑について準用

て準用する。 する。

（不正登記防止申出） （不正登記防止申出）

第４９条 ［１・２ 略］ 第４９条 ［１・２ 同左］

３ 前項の申出書には，登記の申請人となるべき者又は ３ 前項の申出書には，登記の申請人となるべき者又は

その代表者若しくは代理人が記名押印するとともに， その代表者若しくは代理人が記名押印するとともに，

代理人によって申出をするときは，当該代理人の代理 代理人によって申出をするときは，当該代理人の代理

権限を証する書面を添付するものとする。この場合に 権限を証する書面を添付するものとする。この場合に

おいて，申出書又は委任状に押印された印鑑（登記所 おいて，申出書又は委任状に押印された印鑑（法第２

に提出された印鑑と同一のものを除く。）につき市町 ０条の規定により提出された印鑑と同一のものを除く

村長（特別区の区長を含むものとし，地方自治法（昭 。）につき市町村長（特別区の区長を含むものとし，

和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の

定都市にあっては，市長又は区長若しくは総合区長と １９第１項の指定都市にあっては，市長又は区長若し

する。）の作成した証明書を添付しなければならない くは総合区長とする。）の作成した証明書を添付しな

。 ければならない。

［４～８ 略］ ［４～８ 同左］






